
別紙1　参考様式

1 対象地区の現状

①地区内の耕地面積 水田： 23.01 ha  畑： 26.21 ha 49.22 ha

②アンケート調査時に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 26.14 ha

③地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 20.70 ha

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 8.99 ha

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 - ha

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 - ha

（備考）

貸借地：　水田： 4.51 ha     畑： 4.23 ha 計： 8.74 ha 17.8%

作業委託地：　水田： 8.75 ha     畑： 2.23 ha 計： 10.98 ha 22.3%

合計：　水田： 13.26 ha     畑： 6.46 ha 計： 19.72 ha 40.1%

2 対象地区の課題

・

・

・

・

・

3 対象地区における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・

・

・

・

土地改良施設の長寿命化をしていくための補修活動は継続的に実施していく。

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

知多郡美浜町 美浜東部（北方） 令和3年1月13日

設定率（％）：

設定率（％）：

設定率（％）：

担い手の確保が課題である。

地域の農地・水・環境は、地域共有の貴重な資源であることから、農業者のみではなく、地域住民全体で、

活動に取り組んでいく。

最低限農地を維持するためには、請負耕作（農作業の受委託）にせざるを得ないのが現状で、さらに拡大傾

向にある。

農業では、生活が困難、他産業並みの生涯所得を得ることが出来ない。（機械化による資金面）

農地集積は、利害関係があり調整に時間がかかる。町及び国の強力な援助が必要である。

農家の高齢化、請負耕作（農作業の受委託）拡大、農業では生活が困難の状況の中、担い手の確保、育成

等については永遠の課題として考えていく必要がある。

地元企業を活かした農地集約ができるよう取り組んでいく。

草刈り、水管理を地主さんがやっていただけると耕作者は助かり、営農拡大にもつながる。


